
窓口支援事例 【青森県 知財総合支援窓口】 

企業情報 

ｍｉｚｕｉｒｏ株式会社 

所在地 青森県青森市 

ホームページ URL http://mizuiroinc.com/ 

設立年 2014 年 業 種 その他サービス業 

従業員数 5名 資本金 2,600 万円 

当社はオリジナル商品の企画・製造及び販売、開発商品

の小売/販売、各種商品・サービスのブランディングコン

サルティングのほか、、オリジナル開発商品として野菜

農家と連携し「おやさいクレヨンvegitabo」という新し

いプロダクトデザインを確立し、「デザインの力で大好

きな青森を活性させたい」との思いを実現するため「お

やさい」にこだわった商品づくりやイベント企画を行っ

ております。 

　デザイナーである私が「野菜の色で絵を描きたい」

「優しい色のクレヨンが欲しい」との思いから開発をス

タートさせ、規格外で廃棄処分になるキャベツの外側の

葉や栗の皮など県産野菜や果実の残渣を有効活用して、

環境にも優しい商品づくりが実現可能となりました。

「子どもに与えるものは、より安全に」との消費者の

ニーズに応え,安全性の基準検査は世界で一番厳しい検

査と言われる欧州規格の玩具の安全試験をクリアし安全

証明書も取得しています。

　mizuiro株式会社の「おやさいクレヨン」（登録商標）

は収穫の際に捨てられてしまう外葉や規格外の野菜・果物

を原料にしたクレヨンで、きゃべつ、ねぎ、ごぼう、なが

いも、とうもろこし、にんじん、りんご、カシス、むらさ

きいも、たけすみの優しい色合いの10色です。

　「おこめのクレヨン」（登録商標第630855）は安全

性の高い顔料を使用した発色も鮮やかなクレヨンで、おや

さいクレヨンでは表現できない「赤」や「青」を含む色彩

豊富な16色です。

企業概要

自社の強み

一押し商品

「おやさいクレヨン」商標登録第5682348号 

「おこめのクレヨン」登録商標第630855 

知財総合支援窓口活用のポイント 

同社社長は野菜や果実を使用したクレヨンのアイデアはあるものの、試験や製造のための設

備がなく資金も不足しているため、利用可能な助成金を申請して、アイデアを特許出願して

から外部に製造委託したり、商品名を商標登録したいとの思いから、知財総合支援窓口に相

談するようになりました。 

同社社長はクレヨンのアイデアについて、ホームページや新聞・雑誌等の取材を受け、情報

の一部を開示していたため、新規性喪失の例外規定による特許出願を行うことになりました。

PR と並行して知財制度や知識の習得が行えるよう支援を行いました。 

同社社長には、ブランディングとその効果的な活用のため「おやさいクレヨン」に続く「お

やさい」シリーズの商標権取得は必須であると理解いただき、新規開発商品の製法に関する

情報管理やメディアへの取材対応の際の留意点、さらに知財経営全般について弁理士や中小

企業診断士との連携支援を行いました。 

同社社長は窓口を利用するようになって、知財制度を理解して慎重にメディアに対応するよ

うになり、開示する情報と秘匿する情報の区別を明確にして情報管理に取り組むようになり

ました。また海外の企業からのオファーに対しては、知財の保護を最優先に位置づけて、窓

口に相談してから対応するようになりました。 

経営の中での知財の位置づけを明確にして、知財経営を意識することで、ブランド保護のた

めの方向性が定まり、意識が高まることで会社の商品づくり、商品開発に反映されていきま

す。 

これから窓口を活用する企業へのメッセージ

窓口を活用して変わったところ

その後の相談概要

最初の相談概要

窓口活用のきっかけ

知財を意識することが習慣化し、アイデアに関する情報がいかに重要か理解いた

だけるようになり、相談者から期待感を持って窓口を利用いただけるようになっ

たことで支援する側とされる側の信頼関係が構築できたと思います。 

窓口担当者から一言 （氏名：今野 峰子）

2023年2月15日掲載　新原稿



窓口支援事例 【青森県 知財総合支援窓口】 

企業情報 

ｍｉｚｕｉｒｏ株式会社 

所在地 青森県青森市 

ホームページ URL http://mizuiroinc.com/ 

設立年 2014 年 業 種 その他サービス業 

従業員数 5名 資本金 2,600 万円 

当社は、デザイン会社としての広告物、販促物のデザイ

ンのほか、オリジナル開発商品として野菜農家と連携し

「おやさいクレヨン vegitabo」という新しいプロダクト

デザインを確立し、「デザインの力で大好きな青森を活性

させたい」との思いを実現するため「おやさい」にこだ

わった商品づくりやイベント企画を行っております。 

　デザイナーである私が「野菜の色で絵を描きたい」

「優しい色のクレヨンが欲しい」との思いから開発をス

タートさせ、規格外で廃棄処分になるキャベツの外側の

葉や栗の皮など県産野菜や果実の残渣を有効活用して、

環境にも優しい商品づくりが実現可能となりました。　

　「子どもに与えるものは、より安全に」との消費者の

ニーズにマッチした商品づくりが当社の強みです。「お

やさいシリーズ」の商品として「おやさいクレヨン」の

販売や、「親子の時間をデザインする」をコンセプト

に、自社商品を活用したイベントの企画・運営も行って

います。

　mizuiro株式会社の「おやさいクレヨン」（登録商標）

は収穫の際に捨てられてしまう外葉や規格外の野菜・果物

を原料にしたクレヨンで、きゃべつ、ねぎ、ごぼう、なが

いも、とうもろこし、にんじん、りんご、カシス、むらさ

きいも、たけすみの優しい色合いの10色です。

　「おこめのクレヨン」（商標出願2019-104095）は

安全性の高い顔料を使用した発色も鮮やかなクレヨンで、

おやさいクレヨンでは表現できない「赤」や「青」を含む

色彩豊富な16色です。

企業概要

自社の強み

一押し商品

「おやさいクレヨン」商標登録第5682348号 

「おこめのクレヨン」商標出願2019-104095 

知財総合支援窓口活用のポイント 

同社社長は野菜や果実を使用したクレヨンのアイデアはあるものの、試験や製造のための設

備がなく資金も不足しているため、利用可能な助成金を申請して、アイデアを特許出願して

から外部に製造委託したり、商品名を商標登録したいとの思いから、知財総合支援窓口に相

談するようになりました。 

同社社長はクレヨンのアイデアについて、ホームページや新聞・雑誌等の取材を受け、情報

の一部を開示していたため、新規性喪失の例外規定による特許出願を行うことになりました。

PR と並行して知財制度や知識の習得が行えるよう支援を行いました。 

同社社長には、ブランディングとその効果的な活用のため「おやさいクレヨン」に続く「お

やさい」シリーズの商標権取得は必須であると理解いただき、新規開発商品の製法に関する

情報管理やメディアへの取材対応の際の留意点、さらに知財経営全般について弁理士や中小

企業診断士との連携支援を行いました。 

同社社長は窓口を利用するようになって、知財制度を理解して慎重にメディアに対応するよ

うになり、開示する情報と秘匿する情報の区別を明確にして情報管理に取り組むようになり

ました。また海外の企業からのオファーに対しては、知財の保護を最優先に位置づけて、窓

口に相談してから対応するようになりました。 

経営の中での知財の位置づけを明確にして、知財経営を意識することで、ブランド保護のた

めの方向性が定まり、意識が高まることで会社の商品づくり、商品開発に反映されていきま

す。 

これから窓口を活用する企業へのメッセージ

窓口を活用して変わったところ

その後の相談概要

最初の相談概要

窓口活用のきっかけ

知財を意識することが習慣化し、アイデアに関する情報がいかに重要か理解いた

だけるようになり、相談者から期待感を持って窓口を利用いただけるようになっ

たことで支援する側とされる側の信頼関係が構築できたと思います。 

窓口担当者から一言 （氏名：今野 峰子）

2020年10月6日掲載　旧原稿



窓口支援事例 【青森県 知財総合支援窓口】 

企業情報 

ｍｉｚｕｉｒｏ株式会社 

所在地 青森県青森市 

ホームページ URL http://mizuiroinc.com/ 

設立年 2014 年 業 種 その他サービス業 

従業員数 7 名 資本金 2,600 万円 

当社は、デザイン会社としての広告物、販促物のデザイ

ンのほか、オリジナル開発商品として野菜農家と連携し

「おやさいクレヨン vegitabo」という新しいプロダクト

デザインを確立し、「デザインの力で大好きな青森を活性

させたい」との思いを実現するため「おやさい」にこだ

わった商品づくりやイベント企画を行っております。 

デザイナーである私が「野菜の色で絵を描きたい」「優しい色のクレヨンが欲しい」との思

いから開発をスタートさせ、規格外で廃棄処分になるキャベツの外側の葉や栗の皮など県産

野菜や果実の残渣を有効活用して、環境にも優しい商品づくりが実現可能となりました。「子

どもに与えるものは、より安全に」との消費者のニーズにマッチした商品づくりが当社の強

みです。「おやさいシリーズ」の商品として「おやさいクレヨン」「おやさいねんど」の販売

や、「親子の時間をデザインする」をコンセプトに、自社商品を活用したイベントの企画・

運営も行っています。 

mizuiro 株式会社の登録商標「おやさいクレヨン」「おやさいねんど」を使用した野菜や果

実等のクレヨンや粘土。使用しているのはキャベツ、ねぎ、ごぼう、とうもろこし、人参、

りんご、カシス、紫芋、トマト、コーヒー豆、竹炭、緑茶です。 

企業概要

自社の強み

一押し商品

「おやさいクレヨン」商標登録第5682348号 「おやさいねんど」商標登録第5847880号 

知財総合支援窓口活用のポイント 

同社社長は野菜や果実を使用したクレヨンのアイデアはあるものの、試験や製造のための設

備がなく資金も不足しているため、利用可能な助成金を申請して、アイデアを特許出願して

から外部に製造委託したり、商品名を商標登録したいとの思いから、知財総合支援窓口に相

談するようになりました。 

同社社長はクレヨンのアイデアについて、ホームページや新聞・雑誌等の取材を受け、情報

の一部を開示していたため、新規性喪失の例外規定による特許出願を行うことになりました。

PR と並行して知財制度や知識の習得が行えるよう支援を行いました。 

同社社長には、ブランディングとその効果的な活用のため「おやさいクレヨン」に続く「お

やさい」シリーズの商標権取得は必須であると理解いただき、新規開発商品の製法に関する

情報管理やメディアへの取材対応の際の留意点、さらに知財経営全般について弁理士や中小

企業診断士との連携支援を行いました。 

同社社長は窓口を利用するようになって、知財制度を理解して慎重にメディアに対応するよ

うになり、開示する情報と秘匿する情報の区別を明確にして情報管理に取り組むようになり

ました。また海外の企業からのオファーに対しては、知財の保護を最優先に位置づけて、窓

口に相談してから対応するようになりました。 

経営の中での知財の位置づけを明確にして、知財経営を意識することで、ブランド保護のた

めの方向性が定まり、意識が高まることで会社の商品づくり、商品開発に反映されていきま

す。 

これから窓口を活用する企業へのメッセージ

窓口を活用して変わったところ

その後の相談概要

最初の相談概要

窓口活用のきっかけ

知財を意識することが習慣化し、アイデアに関する情報がいかに重要か理解いた

だけるようになり、相談者から期待感を持って窓口を利用いただけるようになっ

たことで支援する側とされる側の信頼関係が構築できたと思います。 

窓口担当者から一言 （氏名：今野 峰子）

2018年2月8日　掲載 旧



窓口支援事例 【青森県 知財総合支援窓口】 

企業情報 

ｍｉｚｕｉｒｏ株式会社 

所在地 青森県青森市 

ホームページ URL http://mizuiroinc.com/ 

設立年 2014 年 業 種 「おやさいクレヨン」販売、広告物・

販促物のデザイン他 

従業員数 4 名 資本金 100 万円 

当社は、デザイン会社としての広告物、販促物のデザインのほか、

オリジナル開発商品として野菜農家と連携し「おやさいクレヨン

vegitabo」という新しいプロダクトデザインを確立し、「デザイン

の力で大好きな青森を活性させたい」との思いを実現するため「お

やさい」にこだわった商品づくりやイベント企画を行っております。 

デザイナーである私が「野菜の色で絵を描きたい」「優しい色のクレヨンが欲しい」との思

いから開発をスタートさせ、規格外で廃棄処分になるキャベツの外側の葉や栗の皮など県産

野菜や果実の残渣を有効活用して、環境にも優しい商品づくりが実現可能となりました。「子

どもに与えるものは、より安全に」との消費者のニーズにマッチした商品づくりが当社の強

みです。「おやさいシリーズ」の商品として「おやさいキャンドル」の販売や、「親子の時間

をデザインする」をコンセプトに、自社商品を活用したイベントの企画・運営も行っていま

す。 

mizuiro 株式会社の登録商標「おやさいクレヨン」「おやさいキャンドル」を使用した野菜

や果実のクレヨンやキャンドル。使用している野菜は、キャベツ、ネギ、ごぼう、とうもろ

こし、人参、りんご、カシス、紫芋、小豆、黒豆です。 

企業概要

自社の強み

一押し商品

「おやさいクレヨン」商標登録第5682348号 「おやさいキャンドル」商標登録第5752525号 

知財総合支援窓口活用のポイント 

同社社長は野菜や果実を使用したクレヨンのアイデアはあるものの、試験や製造のための設

備がなく資金も不足しているため、利用可能な助成金を申請して、アイデアを特許出願して

から外部に製造委託したり、商品名を商標登録したいとの思いから、知財総合支援窓口に相

談するようになりました。 

同社社長はクレヨンのアイデアについて、ホームページや新聞・雑誌等の取材を受け、情報

の一部を開示していたため、新規性喪失の例外規定による特許出願を行うことになりました。

PR と並行して知財制度や知識の習得が行えるよう支援を行いました。 

同社社長には、ブランディングとその効果的な活用のため「おやさいクレヨン」に続く「お

やさい」シリーズの商標権取得は必須であると理解いただき、新規開発商品の製法に関する

情報管理やメディアへの取材対応の際の留意点、さらに知財経営全般について弁理士や中小

企業診断士との連携支援を行いました。 

同社社長は窓口を利用するようになって、知財制度を理解して慎重にメディアに対応するよ

うになり、開示する情報と秘匿する情報の区別を明確にして情報管理に取り組むようになり

ました。また海外の企業からのオファーに対しては、知財の保護を最優先に位置づけて、窓

口に相談してから対応するようになりました。 

経営の中での知財の位置づけを明確にして、知財経営を意識することで、ブランド保護のた

めの方向性が定まり、意識が高まることで会社の商品づくり、商品開発に反映されていきま

す。 

これから窓口を活用する企業へのメッセージ

窓口を活用して変わったところ

その後の相談概要

最初の相談概要

窓口活用のきっかけ

知財を意識することが習慣化し、アイデアに関する情報がいかに重要か理解いた

だけるようになり、相談者から期待感を持って窓口を利用いただけるようになっ

たことで支援する側とされる側の信頼関係が構築できたと思います。 

窓口担当者から一言 （氏名：今野 峰子）
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